
ベトナム社会主義共和国
国家生物多様性データベース
システム開発プロジェクト
詳細計画策定調査報告書

独立行政法人国際協力機構
地球環境部

環境

JR

11-061

平成23年2月
（2011年）



ベトナム社会主義共和国
国家生物多様性データベース
システム開発プロジェクト
詳細計画策定調査報告書

独立行政法人国際協力機構
地球環境部

平成23年2月
（2011年）



  

序     文 

 

ベトナムは生物多様性が豊かな国であり、生物多様性条約をはじめとする国際条約に積

極的に加入し、2009 年より生物多様性保護法を施行しています。 

 

しかしながら、生物多様性に関する情報は散在し、集約されておらず、生物多様性の評

価は困難な状況にある。このため、体系的なモニタリングによるデータの更新、集積及び

公開を担うデータベースシステムの開発が急務とされています。 

 

日本国政府は、ベトナム国政府の要請に基づき、天然資源環境省および環境保護総局を

カウンターパートとし、生物多様性保護法に規定された国家生物多様性データベースの構

築支援を行うことを決定しました。 

 

これを受けて、独立行政法人国際協力機構は、羽鳥裕之国際協力専門員を総括とする詳

細計画策定調査団を、2010 年 6 月 13 日から 6月 23 日までにかけて派遣し、ベトナム側関

係機関と協議を行い、本プロジェクトの枠組みに関しミニッツにて合意・署名しました。 

この報告書が本計画の今後の推進に役立つととともに、この技術協力事業が友好・親善

の一層の発展に寄与することを期待します。 

 

終わりに、本調査に対してご協力とご支援を賜りました両国関係者の皆様に、心からの

感謝の意を表します。 

 

 

平成 23 年 2 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

地球環境部部長 江島 真也 
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BCA での協議 

 

ナムディン省での協議 

 

Xuan Thuy 国立公園での協議 

 

天然資源環境局（ナムディン省）での協議 

 

鳥類の標本（ベトナム林業大学） 

 

哺乳類の標本（ベトナム林業大学） 
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略 語 表 

 

ADB : Asian Development Bank（アジア開発銀行） 

ASEAN : Association of South-East Asian Nations（東南アジア諸国連合） 

BCA : Biodiversity Conservation Agency（生物多様性保全局、【VEA 内機関】） 

CBD : Convention on Biological Diversity（生物の多様性に関する条約） 

CEID : Centre for Environmental Information and Documentation 

  （環境情報・文書センター、【VEA 内機関】） 

CIDA : Canadian International Development Agency（カナダ国際開発庁） 

CIREN : Viet Nam’s Information Centre of Natural Resources and Environment 

  （ベトナム天然資源環境情報センター） 

CITES : Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna  

  and Flora（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約） 

COP : Conference of the Parties （（条約の）締約国会議） 

C/P : Counterpart（カウンターパート） 

CRES : Center for Natural Resources and Environmental Studies 

  （自然資源・環境研究センター、【ベトナム国立大学ハノイ校内機関】） 

DANIDA : Danish International Development Agency（デンマーク国際開発庁） 

DARD : Department of Agriculture and Rural Development（農業農村開発局） 

DONRE : Department of Natural Resources and Environment（天然資源環境局） 

DOST : Department of Science and Technology（科学技術局） 

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations 

  （国際連合食料農業機関） 

FIPI : Forest Inventory and Planning Institute（森林調査計画研究所） 

FOE : Friends of the Earth【国際環境 NGO】 

FPD : Forest Protection Department（森林保護局） 

F/S : Feasibility Study（事業化調査） 

FSIV : Forest Science Institute of Viet Nam（森林科学研究所） 

GBIF : The Global Biodiversity Information Facility 

  （地球規模生物多様性情報機構） 

GDP : Gross Domestic Product（国内総生産） 

GIS : Geographical Information System（地理情報システム） 

GTZ : Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit（ドイツ技術協力公社） 

ICD : International Cooperation Department（国際協力局） 

IEBR : Institute of Ecology and Biological Resources 

  （生態生物資源研究所、【VAST 内機関】） 



  

IISD : International Institute for Sustainable Development 

  （国際持続的発展研究所） 

IUCN : The International Union for Conservation of Nature（国際自然保護連合） 

JCC  : Joint Coordinating Committee（合同調整委員会） 

JICA : Japan International Cooperation Agency（国際協力機構） 

M/M : Minutes of Meeting（協議議事録） 

MARD : Ministry of Agriculture and Rural Development（農業農村開発省） 

MOC : Ministry of Construction（建設省） 

MONRE : Ministry of Natural Resources and Environment（天然資源環境省） 

MOST : Ministry of Science and Technology（科学技術省） 

NASATI : National Agency for Scientific and Technological Information 

  （国家科学技術情報局） 

NBDS : National Biodiversity Database System 

  （国家生物多様性データベースシステム） 

NCD : Nature Conservation Department（自然保全局、【DOF 内機関】） 

NGO : Non-Governmental Organizations（非政府組織） 

NIAH : National Institute of Animal Husbandry（国立家畜研究所） 

PDM : Project Design Matrix（プロジェクト・デザイン・マトリクス） 

PO : Plan of Operation（プラン・オブ・オペレーション） 

R/D : Record of Discussions（討議議事録） 

REDD : Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing 

  countries（途上国における森林減少・劣化に由来する温室効果ガス排出

削減） 

RIA : Research Institute for Aquaculture（水産養殖研究所） 

RIMF : Research Institute for Marine Fisheries（海洋漁業研究所） 

SFE : State Forest Enterprises（国営森林会社） 

SIDA : Swedish International Development Cooperation Agency 

  （スウェーデン国際開発協力庁） 

UNDP : United Nations Development Programme（国際連合開発計画） 

USAID : United States Agency for International Development 

  （アメリカ合衆国国際開発庁） 

VASI : Vietnam Administration of Seas and Islands（ベトナム海洋諸島局） 

VAST : Vietnamese Academy of Science and Technology（ベトナム科学技術院） 

VEA : Vietnam Environment Administration（ベトナム環境保護総局） 

VFU : Vietnam Forestry University（ベトナム林業大学） 

WB : The World Bank（世界銀行） 
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第1章 プロジェクト実施の背景 

 
1.1 当該国の社会情勢 

ベトナムは政治の面で、1986 年の第 6 回共産党大会にて採択された市場経済システムの

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続し、外資導入に向けた構造改革

や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの進展の裏で、貧富の差の拡大、汚

職の蔓廷、官僚主義の弊害などのマイナス面も顕在化している。2006 年 4 月には、第 10 回

党大会（5 年毎）が開催され、「ドイモイ（刷新）」政策実施 20 年を総括した。また、ドイ

モイ路線の継続を確認し、汚職問題について厳しく取り組む姿勢が表明された。書記長に

は、ノン・ドゥック・マイン書記長が再選。2007 年、5 年に一度の国会議員選挙が行われ、

同年 7 月～8 月の新期（第 12 期）第 1 回国会において、チエット国家主席、チョン国会議

長、ズン首相の指導部人事が承認された。2010 年 3 月に行われた第 12 回中央執行委員会総

会（12 中総）において、社会主義志向の市場経済を引き続き推進することを確認。また、

「民主化」の一環として、地方や支部の党大会ではこれらの党組織のリーダーである書記

やその他の指導部を、参加した党員による直接選挙で選ぶシステムを試験的に実施するな

どの動きもある。2011 年 1 月には第 11 回共産党大会が開催される予定であり、党中央指導

部の人事体制、政治報告、社会経済発展 10 か年戦略等重要文書などが採択される予定。 

一方、経済面では、1989 年頃よりドイモイの成果が上がり始め、1995～96 年には 9％台

の高い経済成長を続けた。しかし、1997 年に入り、成長率の鈍化等の傾向が表面化したの

に加え、アジア経済危機の影響を受け、外国直接投資が急減し、1999 年の成長率は 4.8％に

低下した。その後、成長率は改善し、2000 年には 6.7％、2003 年には 7.2％、2005 年には

8.4％、2007 年には 8.5％と推移。特に 2000 年から施行された会社法（2005 年 11 月には改

正法が成立）により、民間企業の設立手続が簡素化された結果企業設立が加速し国内の景

気が回復した。近年ベトナムは一層の市場経済化と国際経済への統合を推し進めており、

2007 年 1 月、WTO に正式加盟を果たしたが、慢性的な貿易赤字、未成熟な投資環境等懸念

材料も残っている。2008 年の経済成長率は高インフレ（対前年末比 19.9％）や世界経済危

機の影響を受けて 6.3％と減速し、2009 年は世界経済危機の影響で、第 1 四半期の成長率は

3.1％と更に鈍化した。しかしながら、政府の景気刺激策及び金融緩和策が功を奏し、民間

消費や内国投資が景気を下支えし、第 4 四半期には 6.9％と危機発生前の水準に回復した。

2009 年全体でも 5.3％成長を達成し、これは ASEAN 内で 2 番目に高い成長率であった。政

府は 2010 年度の経済成長目標を 6.5％と設定している。 

最近の経済指標は表 1-1 のとおり。 
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表 1-1 ベトナム経済指標（2009 年） 

GDP（経済）成長率（2009 年） 5.32％ (2008 年は 6.23％。2010 年第一四半期は

5.83％） 

インフレ率（2009 年対前年末比） 6.52％（2008 年は 19.9％） 

失業率（2009 年） 2.90％（都市部：4.60％、農村部：2.25％）（不完全

雇用率 5.61％（都市部：3.33％、農村部：6.51％））

外国投資(認可ベース、2009 年) 215 億ドル(2008 年は 640 億ドル） 

貿易収支（2009 年） ▲128.5 億ドル（2008 年は▲175.1 億ドル） 

輸出(2009 年) 571.0 億ドル(前年比-8.9％) 

輸入(2009 年) 699.5 億ドル(前年比-13.3％) 

 

2006 年～2010 年の経済社会開発 5 カ年計画においては、2020 年までに工業国化を成長す

る大目標のもと、2010 年までに一人当たり GDP を 1,050 ドルに引き上げ、中所得国入りす

ることが目標として打ち出されている。 

一方、ベトナムはこれらの目標の達成のため、様々な課題も抱えている。国際的な経済

統合が加速する中、ベトナムが持続的な発展を続けるためには経済競争力を強化すること

が不可欠である。そのため、外国投資の誘致が国内産業育成のための制度・政策改善を図

るとともに、運輸交通、電力供給等のインフラの整備をこれまで以上に進める必要がある。

また、急激な経済成長がもたらした負の側面として、地域間格差や所得格差の拡大も指摘

されている。同時に都市化や工業化に伴い環境問題も深刻化している。さらに、近年、北

部・中部地域での台風被害や都市部の洪水被害の他、メコンデルタ地域を中心とする海面

上昇等、長期的な気候変動の影響への対応も必要となっている。 

 

1.1.1 ベトナムの地勢・気候 

ベトナムはインドシナ半島の東端に位置し、国土の総面積は 329,241km2、南北の長さが

1,650km、海岸延長は 3,260km に達する。地理・地形的に多様な変化を有する国であり、国

土全体の 3/4 は丘陵や山岳で占められ、平野部は北部に紅河デルタ、南部にメコン川デルタ

が分布する。また、海岸線の大部分には狭い海岸平野が分布する。 

気候は熱帯モンスーン及び亜熱帯、温帯の山地性気候からなり、5～10 月に南西の季節風、

冬季は北西の季節風が吹く。年間降水量は 1,300～3,200mm で、局地的に降水量の多い箇所

で 4,800mm、少ない箇所で 400mm である。降雪は北部山岳地域で稀に見られる。一年を通

じて、南部では 20℃以下、北部では 10℃以下には殆ど下がらない。 

 

1.1.2 生物多様性の現状と課題 

ベトナムは世界でも有数の高い生物多様性を有する国として認識されてきた。陸域から

は 13,200 種以上の植物と 10,000 種以上の動物、陸水域からは約 3,000 種以上の淡水性生物、
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また海域からは 11,000 種を越える海棲生物が知られている。特に過去 20 年間に多くの新種

の動植物が記載されている。1993 年には、新属新種の大型哺乳類（偶蹄類）のサオラ

Pseudooryx nghetinhensis が発見された。ベトナムでは生物多様性資源は、食料保障の確保、

遺伝資源の維持、燃料、医療等への材料提供などを通して、国家経済発展において大きな

価値があるとされている。 

1990 年の時点で 910 万 ha（森林被度 27.8％）だった森林面積は、2006 年の時点で自然林

及び植林を含め 1,500 万 ha に増加し、森林被度は国土の 38.2％にまで増加、内訳は 200 万

ha が特別利用林（MARD 管理の保護区）、500 万 ha が保護林、800 万 ha が生産林である。

また、全国で合計 128 箇所の保護区が設立され、総面積は 250 万 ha、国土の約 7.6％を占め

ている。2 箇所の世界自然遺産地域、4 箇所の ASEAN 自然遺産地域、2 箇所のラムサール

登録湿地及び 6 箇所の生物圏保存地域が指定されている。 

一方で、多くの生物多様性への脅威が存在している。急激な人口増加とそれに伴う消費

の増加は天然資源の過剰利用をもたらし、急激な開発とインフラ整備が国土の景観を改変

し、自然景観が減少し、生態的隔離や野生動植物の生息場所の消失をもたらしてきた。例

えば、ダム建設が魚類の移動経路を遮断している。森林被度の増加は良い兆候ではあるが、

増加した面積の半分は生物多様性が低いプランテーションや再植林地であり、原生林は僅

かであり、未だ劣化し続けている。 

ベトナムの絶滅危惧種数は 2007 年の時点で 882 種であり、1992 年から 1996 年の時点よ

り 161 種増加している。特に、9 種の動物と 2 種のラン科植物 Paphiopedilum が野生絶滅し

たと考えられている。他の貴重な種も減少しており、新種の発見がなされる一方で、多く

の種が絶滅の危機に直面していると言える。 

 

1.1.3 陸上生態系、湿地生態系、海洋沿岸生態系 

(1) 陸上生態系 

ベトナムは 7 つのエコリージョン区分（北東部、北西部、紅河デルタ、中部沿岸北部、

中部沿岸南部、中部 Nam Bo 平野、メコンデルタ）を有し、世界で 9 番目にエコリージ

ョン区分の多様な国である。また、ベトナムは次の 11 種の異なる森林区分を有してい

る。 

・ Closed evergreen broadleaf humid tropical forest 

・ Closed evergreen broadleaf humid subtropical forest 

・ Closed evergreen broadleaf humid temperate zone forest 

・ Closed evergreen broadleaf waterless tropical forest 

・ Opened evergreen broadleaf humid tropical forest 

・ Opened evergreen broadleaf humid subtropical forest 

・ Opened evergreen broadleaf waterless tropical forest 

・ Deciduous broadleaf forest 

・ Rocky mountain forest 

・ Coniferous forest 
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・ Mangrove forest 

 

ベトナムでは 11,700 種（387 門、2,524 属）を超える維管束植物が存在し、その内、

約 7,000 種が科学的な根拠に基づき記録されている。また、800 種の苔類、600 種のキノ

コ類が記録されている。2,300 を超える植物種が食物や薬、材木、オイルとして利用さ

れている。固有種の割合も高く、植物種の 40%は固有種とされる。 

ベトナムでは 310 種の哺乳類、840 種の鳥類、286 種の爬虫類、162 種の両性類、547

種の淡水魚類、2,033 種の海水魚類、5,155 種の昆虫類が森林生態系に生息している。固

有種の割合も高く、合計 78 種の哺乳類、7 種の霊長類、11 種の鳥類が固有種とされる。 

 

(2) 湿地生態系 

ベトナムは南北に渡って、河川、海岸線沿いの河口、ラグーン、湾、湖、湿地や数千

の池により構成される多様な湿地生態系を有している。メコンデルタには 73 種の渡り

鳥を含む 386 種の鳥類が生息し、またプランクトンや水生植物の貴重種、経済価値の高

い魚類が生息している。紅河デルタは Spoon-billed Sandpiper や Black-faced Spoonbill に

代表される多くの渡り鳥にとって重要な生息地である。 

河口は渡り鳥が生息し、またマングローブや塩沼、海草や藻類の生育地である。ラグ

ーンは魚類にとっての給餌場となり、様々な渡り鳥の生息地ともなっている。中部沿岸

地域のラグーンは貴重な漁場でもある。また、湖の多くは渡り鳥にとって重要な越冬地

や給餌場となっている。 

 

(3) 海洋・沿岸生態系 

ベトナムでは海洋生態系は以下の 6 地域に区分され、その中でも特に東部 Nam Bo 海

地域は生物多様性ホットスポット1とされている。 

・ Tonkin 湾の西部地域 

・ 中部沿岸地域 

・ 中部沿岸南部 

・ 東部 Nam Bo 海地域 

・ 西部 Nam Bo 海地域 

・ Hoang Sa と Truong Sa 列島沖 

ベトナムでは、少なくても 537 種の植物プランクトン、657 種の動物プランクトン、

600 種の藻類、35 種のマングローブ類、650 種の腔腸類、2,500 種の軟体類、1,600 種の

刺皮類、700 種の多毛類、350 種の甲殻類、150 種の海綿類、2,033 種を超える魚類が生

息している。また、300 種を超えるサンゴが南北に渡って生息している。 

 

                                            
1生物多様性ホットスポット：地球規模での生物多様性が高いにも関わらず、破壊の危機に瀕している地域

（出典：コンサベーション・インターナショナル） 
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1.1.4 森林被覆の増加 

ベトナム戦争後の 1976 年に、森林面積は 1,117 万 ha まで減少し、その後も引き続き 1990

年までは 917 万 ha まで減少した。しかし、1990 年以降の 500 万ヘクタール造林計画（1998

年～2010 年）等の各種施策の実施により、2006 年には森林被覆率が 38.2%にまで回復した

（表 1-2）。植林地の増加に伴って、幾つかの地域では生物多様性の回復が見られた。天然

林では絶滅の危機に瀕していた Chukrasia tabularis、Aquilaria crassna、Panax vietnamensis が

植林地において再生した。 

 

表 1-2 森林面積と森林被覆変化（1990-2006 年） 

森林面積（1,000ha） 
年 

自然林 植林 合計 
森林被覆率（%） 

1990 8,430 745 9,175 27.8 

1995 8,252 1,050 9,302 28.2 

2000 9,444 1,491 10,915 33.2 

2002 9,865 1,919 11,785 35.8 

2003 10,005 2,090 12,095 36.1 

2004 10,088 2,218 12,306 36.7 

2006 10,177 2,486 12,663 38.2 

 出典：FPD 

 

1.1.5 特別利用林 

ベトナムでは、森林は生産林、保全林、特別利用林の 3 つの森林管理区分に分けられて

いる。動植物の貴重種が多く生息する特別利用林は合計 128 箇所あり、表 1-3 に示す 4 つの

区分に分けられる。 

 

表 1-3 特別利用林の内訳 

特別利用林の区分 箇所 面積（ha） 

国立公園 30 984,987 

保護区 48 1,255,612 

生物種/生息地保全地域 11 85,849 

景観保全地域 39 215,287 

合計 128 2,541,675 

出典：FPD 

 

1.1.6 ナムディン省 

ナムディン省（Tỉnh Nam Định）は、紅河デルタ地方に位置し、バクホ湾（北部湾）に接

している。省都ナムディン市はハノイ、ハイフォンに次ぐ紅河デルタ第３の都市で、13 世
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紀に成立した陳朝の根拠地でもあった。仏領期には繊維工業を主体とした工業都市として

も知られた。デルタ地帯で生産される穀物の集散地であり、水上の物流において重要な役

割を果たしている。 

ナムディン省に属する１市（Nam Dinh 市）および９郡（district）の社会経済の概略は表

1-4～1-5 に示すとおりである。 

 

表 1-4 ナムディン省各市・郡の面積と人口分布 

人口  
面積 

(km2) 
合計 

(人) 

人口密度 

(人/km2) 

都市 

(人) 

地方 

(人) 

Nam Dinh 市 46.25 244,017 5,276 194,905 49,112

My Loc 73.69 69,055 937 4,691 64,364

Vu Ban 148.00 129,553 875 6,475 123,078

Y Yen 241.23 226,631 939 9,650 216,981

Nghia Hung 254.44 178,343 701 20,353 157,990

Nam Truc 161.71 192,602 1,191 17,217 175,385

Truc Ninh 143.54 176,545 1,230 23,908 152,637

Xuan Truong 114.97 165,507 1,440 7,543 157,964

Giao Thuy 238.24 188,903 793 14,591 174,312

Hai Hau 230.22 255,156 1,108 24,247 230,909

 1652.29 1,826,312 1,105 323,580 1,502,732

出典: ナムディン省 2009 年統計年鑑 

 

表 1-5 ナムディン省の産業構造（総生産 GDP） 

（単位： 100 万 VND） 

 農林水産業 工業・建設業 サービス業 合計 

2005 年 3,259,232(31.9%) 3,180,404(31.1%) 3,784,777(37.0%) 10,224,413(100%)

2006 年 3,942,149(32.1%) 3,922,004(32.0%) 4,396,271(35.9%) 12,260,424(100%)

2007 年 4,471,715(30.2%) 5,199,951(35.1%) 5,137,431(34.7%) 14,809,097(100%)

2008 年 6,022,694(30.6%) 6,913,111(35.1%) 6,739,223(34.3%) 19,675,028(100%)

2009 年 6,651,305(29.8%) 8,004,098(35.8%) 7,700,681(34.4%) 22,356,084(100%)

出典: ナムディン省 2009 年統計年鑑 

 

ナムディン省の生物多様性資源は主に、Giao Thuy 郡と Nghia Hung 郡の湿地に集中してい

る。Giao Thuy 郡の湿地に含まれている Xuan Thuy 国立公園は、ラムサール湿地に指定され

ている。また、両郡の湿地は紅河デルタの生物圏保存地域として指定されている。 

ナムディン市の東に工業団地が幾つか点在しているが、いずれも小規模なものである。2007
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年に、ベトナム造船産業グループ（ビナシン）とナムディン省人民委員会が、ハイハウ郡

とギアフン郡にまたがるニンコー経済区開発に向けた複数の施設建設に関する覚書を交わ

した。それによると、ビナシンは 8,780 ヘクタールの敷地に、飛行場や工業・運輸サービス

団地などを含むラックザン都市・工業・港地区を建設する計画である。 

ナムディン省の最南端、Ninh Co 川河口の近くに、韓国企業とベトナム企業との合弁で「ナ

ムディン火力発電所」建設案件が 2010 年 1 月にベトナム政府により原則的に承認された。

総投資額は 45 億米ドル（約 4,050 億円）。計画によると、この発電所は 4 基のタービンから

成り、総出力は 2,400 メガワット。この事業は BOT（建設・運営・譲渡）方式で実施され

る。出資比率は韓国側が 95％、ベトナム側が 5％。2017 年までに第 1 期分（1,200 メガワッ

ト）の工事を終え、2021 年までに第 2 期工事（1,200 メガワット）を完了させる予定。 

 

1.1.7 Xuan Thuy 国立公園 

本プロジェクトのパイロット地域であるナムディン省に含まれる Xuan Thuy 国立公園は

紅河デルタの海岸地域に位置し、紅河本流の河口南側に位置している。Xuan Thuy 国立公園

は 7,100ha のマングローブ林が自生し、多様な動植物が生息（生育）する。1988 年には東南

アジアで最初となるラムサール湿地に指定された。 

Xuan Thuy 国立公園には 150 種の維管束植物（その内、120 種は湿地のみに自生）、111 種

の水生植物、500 種以上のベントスや動物プランクトンが確認されている。また、Xuan Thuy

国立公園は 219 種（13 目、41 科）の鳥類が生息し、11 月から 12 月に北から南に移動する

渡り鳥にとっては重要な越冬地、給餌場となっている。また、カワウソやネズミイルカ、

クジラの生息地にもなっている。 

 

省人民委員会 

 

農業農村開発局（DARD） 

 

国立公園管理ユニット 

指導部（3 名） 

 

 

管理・保護課 (15) 科学・技術課 (4) 総務課 (7) ｴｺ･ﾂｰﾘｽﾄｾﾝﾀｰ (3) 

 

 

保護ｽｰﾃｼ

ｮﾝ  

(12) 

レンジャ

ー隊 

(3) 

科学技術 

 (4) 

計画  

(1) 

財務  

(2) 

組織  

(1) 

行政 

(3) 

ｴｺ･ﾂｰﾘｽﾄ

ｾﾝﾀｰ 

(3) 

図 1-1 Xuan Thuy 国立公園管理ユニットの組織図 
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1.2 対象セクター全体の状況 

ベトナムにおける生物多様性データに係る各種問題点と、本プロジェクトでの諸問題へ

の取組み方を図 1-2 に示す。 

 

 
図 1-2．生物多様性データに係る問題分析、及び諸問題への取組み方 

 

(1) 国家レベルにおける定量的な生物多様性評価の未実施 

現在、ベトナムでは生物多様性の高い自然林が減少し、一方、生物多様性の低い植林地

が増加しているなど、定性的に生物多様性の劣化が指摘されている。また、一部の国立公

園等の限定された地域では生物多様性調査を実施し、特徴的な種について生息数や分布域

の減少が指摘されているが、未だ国家レベルにおいて定量的な生物多様性の評価は実施さ

れていない。そのため、ベトナム国内で実施する環境影響評価や年次環境報告書の作成、

またベトナム政府が加入する国際的な生物多様性保全枠組みへ定量的な生物多様性データ

第 1 世代の

生物多様性

データベー

スシステム

の開発 

生物多様性調査

ガイドラインの

作成

キ ャ パ シ テ

ィ・ビルディ

ングの実施 

②生物多様性情報

が一元的に管理さ

れていない。 

各種機関に生物多

様性情報が分散し

ている。 

③各種機関の間で

生物多様性データ

の共有が図られて

いない。 

④全国規模での生物

多様性基礎調査、モ

ニタリング調査が実

施されていない。 

調査に従事する人

員が確保できな

い。 

調査を実施する人

材の育成には時間

がかかる。 

⑥調査手法が確立

されていない。 

調査に従事する各

種機関の連携が図

られていない。 

⑤調査を実施する

人材が不足してい

る。 

①国家レベルにお

いて定量的に生物

多様性が評価され

ていない。 

国内で実施する EIA や年次環境報告書の作

成、ベトナム政府が加入する国際的な生物多

様性保全枠組み(CBD,CITES,REDD)へ、定量的

な生物多様性データが提供されない。 

ベトナム国内におい

て生物多様性保全へ

の理解が浸透しない。 

第 2 世代の生物多様性データ

ベースシステムの開発 

各種機関の連携メカニズムの提案 

データ収集・集約

の手順書作成 

プロジェクト実施後の取り組み 

プロジェクト内での取り組み 
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が提供されず、生物多様性の保全や持続的な利用に関する具体的な各種施策の実施が困難

な状況となっている。これらの問題へは、本プロジェクトで構築される第 1 世代の国家生

物多様性データベースシステム(National Biodiversity Database System、以下 NBDS)を基盤と

して、第 2 世代で構築される各種政策への具体的な利用を想定したデータベースシステム

の開発により取組みが実施される。 

 

 

(2) 生物多様性情報の一元的な管理の未実施 

現在、ベトナムでは省庁、地方政府、研究機関、NGO 等の各種機関において、生物多様

性情報やデータベースが散在しており、生物多様性情報が一元的に管理されていない。こ

の問題に対処するため、本プロジェクトではベトナム国内に散在する各種データベースや

文献資料を収集し、GBIF 等の国際的な生物多様性データベースの仕様に即した形で生物多

様性データの統合化を図る。統合化されたデータベースは WEB 環境を通じて各種機関で共

有・利活用される事で、継続的に維持・更新される持続可能なデータベースシステムが構

築される。 

 

(3) 各種機関の間での生物多様性データ共有化の未実施 

現在、MONRE や MARD、MOST 等の省庁や天然資源環境局（DONRE）や農業農村開発

局（DARD）等の地方政府機関、VAST 等の研究機関において、生物多様性データの利用や

生物多様性データの収集における組織間の連携は殆ど取られていない。これが、ベトナム

国内において生物多様性データが散在している主な原因となっている。この問題に対処す

るため、本プロジェクトでは生物多様性データの共有化や現地調査における各種機関の連

携について、提案書を取りまとめる。 

 

(4) 全国規模での生物多様性基礎調査、生物多様性モニタリング調査の未実施 

これまでに、ベトナムでは全国規模の生物多様性基礎調査やモニタリング調査を実施し

た経験はない。本プロジェクトのパイロット省であるナムディン省の天然資源環境局には

生物多様性調査に従事可能な職員が 5、6 名のみとなっており、天然資源環境局自身での調

査の実施は難しい状況にある。この問題に対処するため、本プロジェクトでは、農業農村

開発局や大学、NGO 等の組織間の連携を含めた生物多様性データの収集や集約方法に関す

る手順書を作成し、パイロットとしてナムディン省において手順書に沿ったデータ収集・

集約を実施する。 

 

(5) 生物多様性調査を実施する人材の不足 

前述の通り、ナムディン省の天然資源環境局のような地方政府機関では、生物多様性調
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査を実施する人材が不足している。これに対処するため、本プロジェクトではナムディン

省で生物多様性調査に従事する各種機関を対象として調査手法の技術移転を実施し、ナム

ディン省全体として生物多様性調査に従事する人材を育成する。 

 

(6) 生物多様性調査の調査手法が未確立 

(5)に示す通り、地方政府機関では生物多様性調査に従事する人材が不足している。その

主な原因として、調査手法が未だ確立されていない事から、研究者やコンサルタント等の

有識者に委託する形で調査を実施する事が多い。この問題に対処するため、本プロジェク

トでは生物多様性調査のガイドラインを作成し、ガイドラインに沿った形で技術移転を実

施する事で、比較的経験が浅くても調査を実施できるような体制構築を目指す。 

 

1.3 当該国政府の戦略 

ベトナムは、生物多様性の保全と持続可能な開発を目的とした生物多様性保護法を 2008

年 11 月に制定し、2009 年 7 月から施行している。同法では、生物多様性の保全は国家、国

民の義務であり、貧困軽減のための生物多様性の資源利用と調和を持って進めていくこと、

また遺伝的に改変された生物（genetically modified organisms）による生物多様性への影響の

リスク管理を保障することとしている（第 4 条）。これら国家の生物多様性管理は天然資源

環境省が統一的に行うことと規定されている（第 6 条）。また、同省が主管省庁として、生

物多様性保全計画を策定することとしている（第 10 条）。 

生物多様性情報の収集及び管理に関して、国は生態系、野生動植物種等に関する基礎調

査の詳細を決定し、実施するとともに、機関及び個人が行う調査研究を推奨すること、ま

た、国、機関、個人等が収集した情報は天然資源環境省の求めに応じ提供され、同省が一

元的に生物多様性国家データベースとして管理することとしている（第 71 条）。さらに、

同省が、主要生態系の現況、希少野生動植物、侵略的外来生物等の分布、生息個体数等の

状況、生物多様性の保全と影響等を取りまとめ報告書することも規定している（第 72 条）。

以上より、天然資源環境省が、全国レベルの基礎調査の実施、データの収集及び一元的管

理、生物多様性の現状評価と予測並びに政策への情報提供に関して、中心的役割を果たす

と言える。 

ベトナムは生物多様性条約（CBD）、ワシントン条約、ラムサール条約等生物多様性に関

連する条約に積極的に加入し、国際的にも生物多様性の保全を約束している。上記生物多

様性保護法の適正な執行は、自国だけでなく、これら国際的取り決めの履行、とりわけ 2010

年 10 月に開催予定の CBD 第 10 回締約国会議で採択されるポスト 2010 年目標の達成のた

めにも不可欠と言える。 

CBD の COP6（2002 年）における、2010 年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少さ

せるという「2010 年目標」の制定を受けて、ベトナムでは 2007 年に「国家生物多様性アク

ションプラン 2010、2020 への方向性（Decision No.79/2007/QD-TTg）」の首相承認が下され
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た。「国家生物多様性アクションプラン 2010」の主な国家計画は次の 5 点である。 

 

① 陸域における生物多様性の保全・開発 

② 海域・湿地における生物多様性の保全・開発 

③ 農業における生物多様性の保全・開発 

④ 生物資源の持続的利用 

⑤ 国家的な生物多様性とバイオセーフティの管理強化 

 

 

本プロジェクトは上記の国家生物多様性アクションプラン 2010 の①、②、④、⑤と関係

する。本プロジェクトではナムディン省をパイロットエリアとして、生物多様性基礎調査

やモニタリング調査におけるガイドラインの作成、またガイドラインに沿った調査を実施

する。ナムディン省は上記①、②で示される陸域・海域・湿地の全ての生態系を有してい

る事から、作成されるガイドラインはその他の省においても活用される可能性が高く、将

来的にはこれらの生態系における生物多様性保全への基礎データ収集へ繋がるものと考え

られる。また、本プロジェクトで実施されるモニタリングガイドラインの作成やモニタリ

ング実施体制の構築により、継続的にモニタリングが実施される基盤が構築され、将来的

には上記④の生物資源の持続的な利用に繋がるものと考えられる。 

本プロジェクトで構築を始める NBDS は、国家レベルの生物多様性や遺伝子組換え生物

の定量的な把握に寄与するものと考えられ、将来的には上記⑤の国家的な生物多様性とバ

イオセーフティの管理強化に繋がるものと考えられる。 

また、2010 年以降の「2020 への方向性」で掲げられた目標は次の通り。 

 

①-1．生物種や生態系、遺伝資源における生物多様性の保全・開発・持続的利用 

①-2．生物多様性保全や環境保全、国民の健康保全に向けた効率的なバイオセーフティ

の管理 

①-3．国際的・地域的な生態系保全や開発への具体的な寄与 

①-4．ベトナム政府が締結する生物多様性保全やバイオセーフティに関する国際条約の

遵守 

②-1．ベトナムにおける生物多様性やバイオセーフティ管理に向けた組織・仕組み・政

策・法規文書の構築 

③-1．生態系保全地域（陸域、海域、湿地）の体制構築の完了 

③-2．劣化した生態系の半数の修復 

 

上記の目標において、本プロジェクトと直接的に関係する項目は①-1、①-2、②-1 である。

上記①-1、①-2 については、本プロジェクトで実施する生物多様性基礎調査やモニタリング
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調査の実施やガイドラインの作成、NBDS の構築を通じて、これらの目標の達成に寄与でき

ると考えられる。 

本プロジェクトでは持続的な NBDS の更新や管理に向けて、生物多様性に関係する省庁

や地方政府機関、研究機関、NGO 等との情報共有や情報提供体制の構築に向けた提案書を

作成し、また、ベトナム政府側は作成された提案書を基に法規文書を準備し、組織間にお

ける生物多様性情報の情報共有や情報提供の仕組みを公式化する計画である。本プロジェ

クトで実施するこれらの活動を通じて、上記②-1 の目標達成に寄与できると考えられる。 

本プロジェクトでは、将来の国際機関等への公開を見据えて、GBIF 等の国際的な生物多

様性データベースに則って NBDS を構築する計画である。国際標準に準拠したデータベー

スシステムを構築し、ベトナム国外の各種機関との情報共有を行う事で、国境を跨いで生

息する生物種の保全活動に繋がると考えられ、間接的に①-3 の目標達成にも寄与できると

考えられる。 

 

1.4 過去・現在に行われている政府及び他ドナー等の対象分野関連事業 
1.4.1 国際機関の動向 

(1) 国連開発計画（UNDP） 

UNDP は 2010 年から GEF（地球環境ファシリティ）の基金を一部用いて、ベトナム

における自然保護区の持続可能な運営を目的として、組織強化のプロジェクト

（Removing barriers hindering PA management effectiveness in Viet Nam）を実施する。プロ

ジェクトの概要は下記の通り。 

 

上位目標：ベトナムにおいて生物多様性が効果的に保全される。 

プロジェクト目標：国際的な生物多様性の保全地域の達成を目的とした、保護区管理

機関の効果的な体制構築と財政基盤の安定化 

アウトカム：持続可能な保護区管理機関の財政基盤構築に向けた、包括的且つ調和し

た法律と政策枠組みの構築 

持続可能な保護区管理機関の財政基盤構築に向けた、明瞭且つ調和した

組織的な指示と指示系統の構築 

パイロット活動を通じた持続可能な財源の選択へ向けた知識と経験の

構築 

保護区の管理と一般からの支援構築に向けた生物多様性情報と保護区

管理情報の構築 

プロジェクト実施期間：5 年 

予算：1.8 千万米ドル（3.5 百万米ドルの GEF 基金を含む） 

 

(2) アジア開発銀行（ADB） 

ベトナム政府は 2011 年から ADB からの融資を受けて、生物多様性保全コリドー構築

プロジェクト(Greater Mekong Sub-region Biodiversity Conservation Corridors)のフェーズ 2
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を実施する。本プロジェクトではフェーズ 1（2006～2009 年）で選定・設計された生物

多様性保全コリドーの潜在的適地において、コリドーの構築に向けた活動を実施する。

本プロジェクト（フェーズ 2）の概要は下記の通り。 

 

インパクト：ベトナム、カンボジア、ラオスの国境を越える生物多様性保全コリドー

が、その地域の持続可能な生計と投資に繋がる。 

アウトカム：2018 年までに、ベトナム、カンボジア、ラオスの生態系ネットワークと

生態系サービスを保全する大メコン小領域生物多様性保全コリドーが

構築され、コリドーの保全政策や管理規定が策定される。 

コンポーネント：組織とコミュニティの強化 

生物多様性コリドーの再生、生態系サービスの保護、地方による持

続的な資源管理 

パイロットの農村やコミューンを対象とした生計向上や小規模イ

ンフラ整備 

コミュニティ単位での温暖化への適応や影響軽減 

プロジェクト管理とサービスの提供 

パイロット地域：Tay Giang 区・Nam Giang 区・Phuoc Son 区（Quang Nam 省）、Huong 

Hoa 区・Dakrong 区（Quang Tri 省）、Namdong 区・A Luoi 区（Thua 

Thien 省） 

プロジェクト実施期間：2011 年～2018 年 

予算：3 千万米ドル 

 

1.4.2 各国援助機関の動向 

(1) ドイツ 

GTZ（ドイツ技術協力公社）により 2010 年 8 月から「Preservation of Biodiversity in forest 

ecosystems in Vietnam」が実施される予定である。プロジェクトの概要を以下に示す。 

 

プロジェクト目標（フェーズ 1～3）：ベトナムにおける森林生態系の生物多様性保全

のキャパシティが向上する。 

プロジェクト目標の指標： 

生物多様性保全に関する全ての法制度が MARD と MONRE 間で協調が図ら

れながら実施される。プロジェクト期間中に官報により公布される生物多様性

に関する法令については、特に MARD と MONRE 間の協調体制を中心に、法

令実施のモニタリング評価レポートを作成する。 

国立公園における生物多様性保全はベトナムの森林生態系における生物多

様性保全・保護の一例となる。保護区における違法伐採が、2008 年に森林保護

局により集計されたベースラインの 50%に削減される。中央政府と地方省政府

の森林保護局と SFE（国営森林会社）の職員の 75%が森林生態系の機能や豊富

さについて周知される事を、サンプル調査（構造的インタビューと質問票との

組合せによる）の結果により確認する。 
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ベトナムにおいて、森林生態系の生物多様性保護に対する財政メカニズムが

認知される。このメカニズムは最低限 3 件実施される。この 3 件で得た経験を

基に、このメカニズムを広い分野に適用する。本プロジェクトのモニタリング

レポートでは、同じ条件で植林した際の収入と同じレベルか、それより収入が

多かった事例を最低 3 件紹介する。 

パイロット地域：Ba Be 国立公園（Bac Can 省）、Na Hang 自然保護区（Tuyen Quang

省）、Pu Hu 自然保護区・Pu Luong 自然保護区（Than Hoa 省）、Bach 

Ma 国立公園（Thua Thien Hue 省） 

プロジェクト実施期間：フェーズ 1 2010 年 8 月～2013 年 7 月 

     フェーズ 2 2013 年 8 月～2016 年 7 月（予定） 

     フェーズ 3 2016 年 8 月～2020 年 7 月（予定） 

予算：3 百万ユーロ 

 

(2) フィンランド 

フィンランド政府は 2009 年から、FORMIS（Development of Management Information 

System for the Forestry Sector）プロジェクトを実施し、ベトナムの森林セクターへの正確

な森林情報の提供や情報管理、情報更新、情報共有に向けて活動している。 

 

プロジェクト目標：中央政府から地方省政府までを対象とした近代的な森林情報シス

テムを構築し、森林セクターの全てのレベルにおいて政策決定に

資する正確な情報を提供する。 

 

活動：森林情報システムの運営や利用の基盤として、森林セクターの各機関において、

情報管理・更新・共有にかかる手続きや制度を構築する。 

森林情報システムデータベースとソフトの設計開発を実施する。 

中央政府と選定した 3 つの省において、研修に対するニーズ調査、研修教材の

準備、データ収集、情報通信技術研修コースを実施する。 

機材（ハード、ソフト、ネットワーク、データ収集機材）を提供する。 

プロジェクト実施期間：2009 年 4 月～2012 年 3 月 

予算：4.4 百万ユーロ 
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第2章 対象開発課題の現状 

 
2.1 対象開発課題の枠組み分析 

ベトナムにおける生物多様性情報の管理や収集、研究は、中央省庁や地方政府、研究機

関や大学、国際 NGO 等の多種多様な機関に跨っている。そのため、NBDS の構築にあたっ

ては、これらの機関との密接な連携が不可欠とされる。 

表 2-1 に生物多様性に係る主要な機関を対象とする生態系別に区分した。 

 

表 2-1 主な生物多様性の情報管理機関と研究機関 

 

 

2.1.1 中央省庁 

中央省庁における生物多様性情報の管理は主に表 2-2 に示す 3 つの省、及びそれらの省が

主管する 8 つの庁に区分される。表 2-1 に示す通り、生態系区分において、MONRE は主に

湿地と海岸(主にマングローブ林)の生物多様性情報を管理し、MARD は主に森林(主に特別

利用林)、河川、海洋、農地、畜産の生物多様性情報を管理している。MOST は生態系区分

に係らず、生物の遺伝情報の多様性についての情報管理や情報収集、研究を実施している。 

 

生態系 中央省庁 地方省政府 大学・研究機関 
森林 
(特別利用林) 

   

湿地    

海岸 
(マングローブ) 

   

河川 

   

海洋    

農地    

畜産 
   

MARD 

 
MONRE 

VA
ST

 

 
 
 
 
 

MARD 

DARD

DONRE

国
立
公
園 

 
 
 
 

DARD

MARD 関係機関

(FSIV/FIPI/VFU)

Can Tho University 

MARD 関係機関 
(VASI/Cuu Long Delta Rice Research Institute) 

MONRE 関係機関

(VASI)
MARD 関係機関 

(RIMF/RIA) 

MARD 関係機関

(NIAH)

The Duc University 
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表 2-2．生物多様性の情報管理に係る中央省庁 

省 庁 

VEA (Vietnam Environment Administration) 

BCA (Biodiversity Conservation Agency, VEA) 

天然資源環境省 

(MONRE) 

VASI (Vietnam Administration of Seas and Islands) 

FPD (Forest Protection Department) 

NCD (Nature Conservation Department) 

農業農村開発省 

(MARD) 

 Department of Capture Fisheries and Resources Protection 

Department of Social and Natural Science 

NASATI (National Agency for Scientific and Technological 

Information) 

科学技術省 

(MOST) 

Department of Science and Technology at provinces/cities 

図 2-1～2-3 に MONRE、VEA、および BCA の組織図を示す。 

 

2.1.2 地方政府機関 

地方政府機関における生物多様性情報の管理は、表 2-3 に示す 3 つの地方省政府局に区分

される。 

 

表 2-3．生物多様性情報管理に係る地方省政府局 

地方省政府局 技術的に関連する中央省庁 

天然資源環境局 (DONRE) MONRE 

農業農村開発局 (DARD) MARD 

科学技術局 (DOST) MOST 
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図 2-1 天然資源環境省 (MONRE)の組織図 
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図 2-2 ベトナム環境総局 (VEA)の組織図 

 

 

図 2-3 生物多様性保全局 (BCA)の組織図 

 

Director 

 
Administration  

Division 

 Biodiversity 
Conservation 

Planning 
Division 

  
Ecological 
Division 

Bio-safety & 
Species 

Conservation 
Division 

Deputy Director Deputy Director Deputy Director 

Ministry of Natural 
Resources and 

Environment (MONRE)

Vietnam Environment 
Administration 

(VEA) 

Administration  
Office 

 Department of Planning 
and Finance 

 Department of Inter- 
national Cooperation and 

Science & Technology 

 Department of 
Personnel Organization 

 Inspection 
Agency 

 Department of Policy 
and Legislation 

 Center for Environ-
mental Monitoring 

 Institute of 
Environmental 

Management Science 

 Center for 
Environmental Training 

and Communication 

 Center for Environ-
mental Information and 

Documentation 

 Center for Environ-
mental Consultancy and 

Technology 

Environmental Magazine

Agency of Appraisal 
and Environmental 
Impact Assessment 

Biodiversity 
Conservation Agency 

(BCA)

Agency of Waste 
Management and Envi- 
ronment Amelioration 

Agency of Pollution 
Control 

 Sub-department  
for  

Southeast Region 

 Sub-department 
for  

Southwest Region 

 Sub-department for 
Central and Western 

Highland Region 
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本プロジェクトの C/P 機関となる BCA の各部署の職員配置は表 2-4 で示す通り。 

 

表 2-4 BCA の各部署の職員配置 

(Unit: persons, as of June 2010)   

部署 博士 修士 学士 技師 その他 合計 

Management board  2  - - 2 

Administration Division  4 7 - 1 12 

Biodiversity 

Conservation Planning 

Division 

1 2 2 - - 5 

Bio-safety and Species 

Conservation Division 

 8 2 - - 10 

Ecological Division 1 1 1 - - 3 

合計 2 17 12 0 1 32 

出典：BCA 

 

表 2-5 に BCA の各部署の職能を示す。 

 

表 2-5 BCA の各部署の職能 

(as of June 2010)  

部署 職能 

Management board.  

（ディレクター１名と

副ディレクター計３名

以下） 

BCA の運営に全体責任をもつ。 

BCA の５ヶ年活動計画および年間計画を策定する。 

生物多様性保護法、生物多様性条約（CBD）およびラムサール

条約の実施を担う。 

Administration Division BCA の活動調整・運営に関して局長を補佐する。 

ディレクター・ボードの指示に従って、情報通信、人事、財務、

国際協力、法規定の策定、データベース、広報、行政管理等の

業務を担当する。 

Biodiversity Conservation 

Planning Division 

生物多様性保護の行政管理に関して局長の業務を補佐する。 

国家生物多様性保護総合計画の策定、改正、実施を担う。 

Bio-safety and Species 

Conservation Division 

動植物種および遺伝子の保護・持続的利用、バイオセーフティ

の行政管理に関して局長の業務を補佐する。 

Ecological Division 生態系保全、湿地の保護・持続的利用、バイオセーフティ、バ

イオ・サービスの行政管理に関して局長の業務を補佐する。 

出典：BCA 局長が発効した複数の決定書 
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表 2-6 に、BCA の近年 2 カ年の財源を示す。援助機関の支援により実施しているプロジ

ェクトからの投入が BCA の運営・活動資金の半分ほど占めている。 

 

表 2-6  BCA の財源 

(単位:百万 VND)     

財源 2008 年 2009 年 

中央政府 - 10,550 

その他 (小計) 

- NBF プロジェクト 

- ACB プロジェクト 

- JICA プロジェクト 

- 9,065 

5,300 

2,925 

840 

合計 - 19,615 

注：BCA は 2008 年末に「課」から「局」に昇格されたため、局として 

の会計は 2009 年からである。 

出典: BCA 

 

2.1.3 研究機関 

生物多様性の研究機関としては、表 2-7 に示す政府系の研究機関や大学の生物学部が含ま

れる。特に VAST や MARD に所属する政府系研究機関においては、経験豊富な研究者や多

くのスタッフを有し、質の高い研究が実施されている。 

 

表 2-7 生物多様性の研究に係る主な研究機関 

研究機関 研究所 研究対象分野 
FIPI (Forest Inventory Planning 
Institute) 

国家森林インベントリー調

査 
FSIV (Forest Science Institute of 
Vietnam) 

森林における生物多様性 

Research Institute of Marine 
Fisheries 

海洋における生物資源や生

物多様性、海洋環境 
Research Institute of Aquaculture 水産養殖 
Agricultural Genetics Institute 農作物の遺伝資源 
National Institute of Animal 
Husbandry 

家畜の遺伝資源 

Center for Plant Resources of 
Vietnam Agriculture Science 
Institute 

農作物の遺伝資源 

VFU (Vietnam Forestry University) 生物多様性を含む森林資源 

MARD に所属する

研究機関 

Cuu Long Delta Rice Research 
Institute 

米の遺伝資源 

VAST (Vietnam Institute of Oceanography 生物・非生物資源を含む海
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洋資源や海洋環境 
Institute of Marine Environment and 
Resources 

海洋における生物多様性 

Institute of Ecology and Biological 
Resources 

生態系別の生物多様性 

Academy of 
Science and 
Technology) 

Institute of Tropical Biology 保全や管理に向けた生物多

様性 
Ministry of Health National Institute of Medicinal 

Materials 
天然の創薬資源 

CRES (Center for Natural 
Resources and Environmental 
Studies) 

生物多様性保全 Hanoi National 
University, Hanoi 

Faculty of Biology 主にベトナム北部の生物多

様性 

Vietnam National 
University, Ho Chi 
Minh City 

Faculty of Biology 主にベトナム南部の生物多

様性 

Hue University Faculty of Biology 主にベトナム中部の生物多

様性 
Vinh University Faculty of Biology 主にベトナム中部北の生物

多様性 
Da Nang University Faculty of Biology 主にベトナム中部の生物多

様性 

 

2.1.4 国際 NGO 

生物多様性保全に係る主な国際 NGO としては、表 2-8 に示す 4 つの機関が含まれる。国

際的な生物多様性保全を見据えた NBDS の構築にあたっては、これらの機関との密接な連

携が不可欠とされる。特に、本プロジェクトのパイロットエリアの一部である Xuan Thuy

国立公園においては、Birdlife International が渡り鳥の保護や生息地の保全に向けた活動を実

施している。 

表 2-8 生物多様性保全に係る国際 NGO 

国際 NGO 主な活動 

IUCN (The World Conservation 

Union) Vietnam office 

生物多様性保全、持続可能な自然資源の活用 

WWW (The World Wildlife 

Fund) Vietnam office 

主に絶滅が危惧される生物種や、荒廃の危険性が高

い地域における生物多様性保全 

Birdlife International- 

Indochina program 

インドシナ半島における鳥類とその生息地の保全 

Flora and Fauna 

International 

地球全体の生態系保全や絶滅危惧種の保護 
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2.2 現状と課題の分析 
2.2.1 生物多様性に関連する各種データの整備状況 

(1) IEBR/VAST 

（植物データベース） 

IEBR では動物図鑑（Fauna of Vietnam）と植物図鑑（Flora of Vietnam）2、及びベトナ

ム版レッドリスト、レッドブックを作成している。植物図鑑に掲載されている約 6,000

種のうち約 4,000 種については既にデータベースへ入力済みである。入力項目は以下の

通り。 

(phylum, class, order, family, species, synonym, Vietnamese name, characteristics, distribution 

in Vietnam, distribution in the world, ecological biology, present value, classification and status, 

information of specimen, information of drawing, information of picture, reference, author) 

 

(2) NCD/MARD 

（森林遷移データベース） 

NCD では、全国の国立公園が調査する森林データを蓄積している。森林データには、

生育する植物種や植物種の特徴、分布等の情報が含まれている。全ての森林データは文

書により管理されており、未だデジタル化されていない。 

 

(3) ベトナム林業大学（VFU） 

(生物多様性情報システムの構築) 

現在、VFU では 2009 年に設立された生物多様性センターの機能強化として、生物多

様性情報システムの構築を開始する予定である。生物多様性情報システムに収録される

データは、VFU や国立公園に標本情報として整備されている科学的な根拠がある生物情

報に限られる。現在の計画では、全国の森林域の保護区（国立公園と自然保護地域）を

対象に植物 1,000 種(保護区における全植物種の約 9%)、動物 400 種(保護区における全

動物種の約 25%)、昆虫 300 種(保護区における全昆虫種の約 6%)のデータベース化を進

める計画である。これらの種がデータベース化された後、IUCN のレッドブックのラン

クに応じて、重要度の高い種から順次整備する予定である。 

 

(4) CEID/VEA 

（海岸付近の自然環境データベース） 

CEID では MONRE からの委託を受けて、GIS ベースによる中部 14 省の海岸付近の自

然環境データベース（1:50,000）を構築している。自然環境データベースには、森林、

湿地の被覆や土地利用変化のデータが含まれる。 

 

(5) Xuan Thuy 国立公園 

（鳥類データベース） 

Xuan Thuy 国立公園では、Birdlife international からの支援を受け、GIS ベースによる

                                            
2動物、植物図鑑は 2013 年に完成し、全 55 巻で構成される予定。現在までに 35 巻が発行されている。 
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鳥類データベースの構築を進めている。データベースの構築には着手を開始した段階で

あるが、将来的には鳥類の種情報と共に、植生データや土地利用データ等の GIS データ

もデータベースに格納される予定である。 

 

2.2.2 関係機関におけるデータベースの運用状況(運用計画） 

(1) BCA/VEA 

本プロジェクトの C/P 機関となる BCA は、データベースについて基礎的な知識を有

する職員を 2 名有しているが、現在データベースの運用は行っていない。BCA 庁内の

インターネット接続には電話回線を用いた ADSL が用いられ、通信速度は比較的遅い。

現在、BCA ではコンピュータセンターの整備（投資総額計 230 万米ドル）を提案して

おり、2010 年中に本センターの整備に向けた F/S 調査が実施される予定である。BCA

としては、本センターの整備計画が政府に承認された段階で、NBDS を本センターのシ

ステムに組み込む構想を持っている。また、本センターの構築が政府から承認されない

場合、BCA は NBDS の運用に最低限必要な設備（高速インターネット回線、サーバー

ルーム）や人材（IT 技術者を契約職員として雇用）を用意する計画である。 

 

(2) VEA 

VEA では、遺伝子組換え生物の情報を管理する Biosafety データベース3が構築・運用

されている。VEAの事務局では庁外へのWEBサイト公開用のサーバーを運営しており、

情報通信に関しては高い技術を有している。VEA 庁内のインターネット接続には専用

回線が用いられ、10mbps の通信速度を有す。VEA は 2011 年 3 月までに 23 億ドン（約

12 万米ドル）の予算により、情報通信機器（サーバー：6 台、ストレージ：1 台、UPS：

3 台）や VEA の WEB サイト多言語対応（ベトナム語、英語、中国語、フランス語、ス

ペイン語）、TV 会議システム、各種ソフト（サーバーOS、パソコン OS、メールサーバ

ー、セキュリティソフト）を調達し、IT インフラの拡充・拡張が実施される。また、

VEA に属する各組織の情報システムを統合するデータセンター構築の構想を持ってい

る。 

 

(3) ナムディン省天然資源環境局 

ナムディン省の天然資源環境局では庁内のイントラネット環境で検索・参照が可能な

土地利用データベースが構築されている。WEB 環境でのデータベース運用の経験はな

いが、Access を用いたイントラ環境での基礎的なデータベースを構築する能力を有して

いる。天然資源環境局の事務局では庁外への WEB サイト公開用のサーバーを運営して

おり、情報通信に関する技術も備わっている。庁内のインターネット接続には光ファイ

バー回線が用いられ、10mbps の通信速度を有す。 

 

(4) NBDS 運用への課題 

本プロジェクトの C/P 機関となる BCA としては、将来的に BCA の内部にコンピュー

                                            
3Vietnam Biosafety Clearing House (http://www.antoansinhhoc.vn) 
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タセンターを整備し、NBDS も本センターのシステムの一部として運用する意向を持っ

ている。しかし、現時点ではデータベースの運用はされておらず、データベースの運用

に必要な設備や人材も有していない事から、将来的なデータベースの運用能力に対する

不確定要素は大きい。一方、BCA の上位機関である VEA（Administration Office）は情

報通信技術に精通する人材を有し、IT インフラ基盤の拡充・拡張も図られる事から、現

時点では NBDS の運用には最適な機関であると考えられる。そこで、調査団としては、

BCA と VEA（Administration Office）が互いに協力し、効率的且つ持続可能な NBDS の

運用体制を検討・構築していく必要があると考える。 

 

2.2.3 ローカルコンサルタントの対象分野における実績 

WEB データベースや生物多様性調査を専門とする現地コンサルタントとして、以下の 2

社がある。規模としては、両社とも小企業である。 

 

(1) GeoViet Consulting 

WEB データベースや WEB-GIS、リモートセンシングを専門とするシステム・コンサ

ルティング会社。これまでに、MONRE や MARD、MOC、MPI 等の国内機関、及び世

界銀行、UNDP、USAID、ADB、SIDA、DANIDA、CIDA、IUCN-Vietnam 等の国際機関

からの受注実績を有す。WEB データベースの構築経験としては、国家レベルの環境保

健情報を管理・提供する国家環境保健データベース（VEPA/MONRE からの委託）や都

市の社会環境情報を管理・提供する国家都市情報システム（MOC からの委託）の構築

経験を有す。また、森林関係では森林火災の早期警報システム（FPD/MARD からの委

託）の構築経験を有す。 

 

(2) Green Field Consulting Ltd. 

森林生態系や森林環境を専門とするコンサルティング会社。これまでに、MONRE や

MARD 等の国内機関、及び世界銀行、CIFOR、USAID、ADB、FAO、IISD、GTZ、フィ

ンランド政府、FOE Japan 等の国際機関からの受注実績を有す。生物多様性評価業務に

関しては、2007 年に Ha Tay 省の Huong Son 保護林において生物多様性調査（DARD か

らの委託）を実施し、ジオデータベースを構築した経験を有す。また、MARD の FORMIS

プロジェクト（フィンランド政府が支援）の森林情報システム構築のコンサルティング

業務を現在実施中である。 
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第3章 プロジェクト戦略 

 
3.1 プロジェクト戦略の概要 

本プロジェクトは、ベトナム政府からの要請書にある通り国家生物多様性データベース

システム（NBDS）の開発を目指すものであるが、その最終的な状態を分析すれば、①国家

レベルの生物多様性に関するデータベースのシステムが構築され、そのシステムは地球規

模生物多様性情報機構（GBIF）など国際標準に対応するものである、②国内の生物多様性

に関する多様なデータが一元的に管理されており、定期・逐次更新が可能となる、③この

生物多様性データベースが国家レベルの生物多様性の保全とその持続可能な利用、環境影

響評価、また地球規模の枠組み（生物多様性条約、REDD 等）に利用可能である、という状

態であると考えられる。 

一方、現地調査前の情報および今回の現地調査の結果から、様々なレベルのデータベー

スが様々な機関（省庁、研究機関、地方政府、NGO、国際機関等）に散在している現状が

明らかになった。 

この現状を最終的な状態に導く過程は次のように想定できる。NBDS の開発フロー案を別

添 4 に付す。 

 

① 様々な機関に散在する既存のデータベースを収集、統合化する。 

② それらのデータベースを分析し、NBDS へのデータ移行が可能となる仕組みを構築す

る。 

③ NBDS にさらに追加が必要な未存のデータを収集する仕組みを構築し、新規データを

収集し、国家生物多様性データベースに入力可能な形に編集する。 

④ 既存および新規収集のデータを入力する。 

⑤ データが定期・逐次更新される仕組みを構築する。 

⑥ NBDS が国家レベルの生物多様性の保全と持続可能な利用、環境影響評価、その他地

球規模の枠組みに展開されるシステムを構築する。 

 

想定される本プロジェクトの規模を考慮すれば、上記①－⑥をプロジェクト実施期間内

に行うことは困難であると判断し、①から⑤までを本プロジェクトのスコープとする（た

だし、③、④の新規収集に関しては全国規模で様々な生態系を対象として行うには時間的

制約があるため、パイロット地域であるナムディン省でのみ行う）。これを NBDS の『第一

世代』と称することとした。 

③、④の全国規模に係る部分、および⑥の達成を『第二世代』と捉えるが、『第一世代』

から『第二世代』への協力の妥当性に関しては、プロジェクトの終了時評価時点における

自立発展性の見込みを以って判断することとした。 
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上記①－③は、本プロジェクト PDM のアウトプット（および活動）の１－３に相当して

いる。上記④および⑤はともに活動の１および３双方に関わるが、これに係る人材開発、

能力向上については PDM のアウトプット（および活動）の４として掲げた。 

なお、③、④の新規収集に関しては、パイロット地域を要請書に挙げられたナムディン

省としたが、これはハノイからのアクセス、生物多様性の豊富さ、保護地域の存在（国立

公園、ラムサール登録湿地、生物圏保存地域）および関連活動の蓄積を鑑みて決定したも

のである。 

 

3.2 プロジェクトの実施体制 

合同調整委員会（JCC）の構成を含む実施体制の概要は別添 5 ミニッツに添付の R/D 案

（ANNEX VI 及び VII）としているが、プロジェクトに参加する関係機関の詳細とその役割

を本調査にて確認できなかったため、これらの情報は R/D 署名前までにベトナム側で検討

し結果を JICA に報告することとした。（ミニッツ 6 Institutional Arrangement） 

本プロジェクトの実施体制は、その活動内容から判断して実施機関である MONRE-BCA

以外の関係機関の巻き込みが重要であると考え、JCC 議長及びプロジェクト・ディレクター

（PD）には、それぞれ Vice Minister of MONRE 及び Director General of VEA が就くように調

査団からは要求したものの、先方は、ハイレベルの職位は却ってベトナム側の手続きの遅

延になるという理由で当方案に反対した。 

ベトナム側の実態も踏まえ、プロジェクトの実際的な活動を考慮し、JCC 議長には Director 

General of VEA、PD には Deputy Director General of VEA が就くことで合意した。また、プロ

ジェクト・マネージャー（PM）には、本プロジェクトの実質的な実施主体である BCA の

責任者（Leader）が就くことで合意した4。 

本プロジェクトの主な関係機関としては、Ministry of Agriculture and Rural Development

（MARD）、Ministry of Science and Technology（MOST）、Vietnamese Academy of Science and 

Technology（VAST）及びナムディン省関係機関が想定され、本調査の協議においても各機

関から代表者が出席し PDM 等の議論を行った。中でも、VAST からは積極的な発言もあり

高い関心が見られたものの、一方で、MARD 及びナムディン省 DARD の関与が薄く、プロ

ジェクト実施に際し MARD 及び DARD の積極的な協力を促す必要がある。 

ナムディン省に関してはパイロット事業を実施することで決定したものの、省内の各関

係機関の役割を本調査にて必ずしも十分に整理できなかった為、プロジェクトで設置する 

technical working group の編成、及び年間活動計画（APO）の策定に際し、各機関の役割を

協議する必要がある。同省にある Xuan Thuy National Park は Biosphere Reserve のコア・ゾー

ン及びラムサール湿地に指定され、他ドナー（The Wetlands Alliance Program supported by 

SIDA、Birdlife International 等）の支援もあり国立公園管理のためのデータ管理及びモニタ

リング実施の能力はある程度あるものと思われる。従って、本プロジェクトのパイロット

                                            
4 BCA 内の具体的なポストの特定は R/D 署名前までに決めることとした。 
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事業を実施する上で重要なパートナーとなるが、一方で公園側は公園管理のための独自の

事業計画を有しており、常にドナー等外部からの支援を期待していることが伺え、本プロ

ジェクトのパイロット事業が同公園の公園管理を目的としたものではないことを、改めて

プロジェクト開始時に確認する必要がある。 
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第4章 プロジェクトの基本計画 

 
4.1 概要 
(1) 案件名 

「国家生物多様性データベースシステム開発プロジェクト」（和文） 

「Project for Development of the National Biodiversity Database System」（英文） 

 

(2) 相手国機関名 

天然資源環境省 環境保護総局（VEA, MONRE）  

 

(3) 対象地域 

ハノイ、ナムディン省（パイロット事業）、ベトナム全土（既存データ収集） 

 

(4) ターゲットグループ 

生物多様性保全局（BCA）、環境保護総局（VEA）、ナムディン省天然資源環境局

（DONRE）等関係機関職員、及びナムディン省生物多様性基礎調査の研修受講者 

 

(5) 協力期間 

2011 年 3 月～2014 年 8 月（3 年 6 ヶ月） 

 

4.2 マスタープラン 
(1) 上位目標 

第二世代の国家生物多様性データベースシステム（NBSD）が開発される。 

(2) プロジェクト目標 

第一世代の国家生物多様性データベースシステムが開発される。 

(3) アウトプット 

1） 農業農村開発省、科学技術省、国家科学技術研究所およびその他の関連省庁・機

関、研究所の協力により NBDS の枠組みが構築される。 

2） NBDS のデータ･情報の共有、管理、利用に関して、他の機関との協力メカニズム

が提言される。 

3） ナムディン省の生物多様性データベースが NBDS の一部として開発される。 

4） NBDS の運営・管理・利用にかかわる能力が向上する。 

(4) 活動 

0-1. PDM および PO をレビューし、必要の場合は JCC の承認に基づきこれらを改正す

る。 

0-2. プロジェクト活動のモニタリング・評価を実施する。 

1-1. 既存のデータベースを確認し分析を行う。 

1-2. MONRE、MARD、MOST、VAST、その他の関連省庁・機関の参加による技術検討

ワーキンググループを設立する。 
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1-3. 技術検討ワーキンググループのミーティングを開催する。 

1-4. 関連専門家の参加によるワークショップを開催し NBDS の仕様を検討する。 

1-5. 技術検討ワーキンググループのメンバーの賛同に基づいて、NBDS の枠組み構築お

よび生物多様性のコアセット指標を開発する。 

1-6. NBDS に収録すべくデータを収集し入力する。 

1-7. パイロット事業の経験に基づいて NBDS の枠組みを改良する。 

2-1 主要なデータベースの運営機関を確認する。 

2-2 NBDS のデータ・情報の共有・運営・利用に関して、既存データベースの運営機関

との協力メカニズムを草案する。 

3-1 ナムディン省の生物多様性指標を確定する。 

3-2 ナムディン省のパイロットデータベースのデータ仕様を開発する。 

3-3 ナムディン省のパイロットデータベースに収録すべくデータを確定する。 

3-4 データの収集・集約に関する手順書を作成する。 

3-5 パイロット事業の経験に基づいて、湿地生態系における生物多様性基礎調査の技

術ガイドラインを作成する。 

3-6 ナムディン省において生物多様性基礎調査を実施する。 

3-7 基礎調査により収集したデータを集約する。 

3-8 パイロットデータベースに収集したデータを入力する。 

3-9 ナムディン省で実施した生物多様性基礎調査の収集データを利用して、NBDS を検

査・改良する。 

4-1 関連省庁・機関の職員を対象としてデータベースの運営・利用および生物多様性

基礎調査についてのトレーニングを実施する。 

4-2 NBDS の運営・利用に関するマニュアル/指示書を作成する。 

4-3 生物多様性保全を担当する中央・地方機関の職員に対して NBDS を紹介する。 

 

4.3 日本側投入、相手国側投入 
(1) 日本側の投入 

日本人専門家 (暫定的) 

・ チーフアドバイザー（Chief Technical Advisor）  

・ 生物多様性モニタリング（Biodiversity Monitoring） 

・ データベース開発（Database Development）  

・ 業務調整（Administrative Manager） 

 

機材・設備 

・ サーバー 

・ データベース・ソフト 

・ ワークステーション 

・ PC 

・ カラーレーザープリンタ（コピー機能含む） 

・ スキャナ 
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・ UPS 

・ OA ソフト 

・ カメラトラップ 

・ デジタルカメラ 

・ ハンディ GPS 

・ 双眼鏡 

・ コンパス付クリノメーター 

・ 測高計 

・ その他 

 

(2) ベトナム側の投入 

カウンターパートパーソン 

・ プロジェクト・ディレクター（Project Director） 

・ プロジェクト・マネージャ（Project Manager） 

・ その他のスタッフ 

 

施設、機材・設備 

・ プロジェクト事務所、会議室、その必要な機材・設備、インターネット接続

インフラおよび NBDS のドメイン登録 

 

4.4 外部条件とリスクの分析 
4.4.1 プロジェク目標に関する外部条件 

1） NBDS の運営・管理に必要な年度予算が適切に配分される。 

2） MONRE が、プロジェクトの提言に基づいて（関係者間の）協力メカニズムに関す

る法的文書を策定する。 

 

4.4.2 上位目標に関する外部条件 

1） 追加した財源および人的資源が運用される。 

 

4.5 前提条件 

特になし。 

 

4.6 モニタリングと評価 

協力期間を３年６ヶ月としたことから、合同評価を中間及び終了時に実施する。PO (ver.0)

案に従い、中間レビューを 2012 年 8 月頃、終了時評価を 2014 年 1 月頃に実施する計画と

した。 
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第5章 プロジェクトの実施妥当性 

 
5.1 5 項目評価 
5.1.1 妥当性 

このプロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

ベトナム国では、1986 年から実施されているドイモイ政策により社会経済の著しい発展

がみられる一方、土地利用の変化や経済活動によって生態系の破壊が進む恐れがある。ま

た、気候変動による影響が極めて大きいことが予測されており、生物多様性の大規模な損

失も懸念されている。 

ベトナム国は 2008 年に生物多様性保護法を制定し、2009 年 7 月から実施している。同法

において、天然資源環境省（生物多様性保護局）は、生物多様性保護全国計画を策定する

ほか、生物多様性をモニタリングするための基礎的調査の実施、生物多様性データベース

の構築、その利用の推進、生物多様性状況の報告を行うこととされている。 

また、「ベトナム国の五ヵ年社会経済開発計画（Five-Year Socio-Economic Development Plan 

2006-2010）」では、環境保全計画の主要方針の一つとして次のことを定めている。「湿地の

自然・環境の資源を合理的・有効的・持続的に開発すること、および生物多様性の保護、

生態系の均衡を確保する。汚染防止対策、自然環境の改善を中心に、環境に関する国民の

意識を向上する。」 

生物多様性に関する情報は、関係省や大学機関などに散在しており、また、体系的に生

物多様性をモニタリングし評価するための基礎的調査も行われておらず、生物多様性の保

護状況の把握およびその評価が困難となっている。このため、天然資源環境省は、生物多

様性保護法の実施細則および生物多様性保護計画を策定するよう指名されているが、法的

文書の制定および計画案の策定に必要とする技術的根拠が不足している。 

一方、我が国の対ベトナム国別援助計画（平成 21 年 7 月）においては、①経済成長促進・

国際競争力強化、②社会・生活面の向上と格差是正、③環境保全、および④ガバナンスの

強化、の 4 分野を援助重点分野とすることを明記しており、この「③環境保全」の項にお

いて、生物多様性保全を含む自然環境保全が掲げられており、本プロジェクトは我が国の

対ベトナム国別援助計画に合致している。 

JICA の協力プログラムにおいても、本プロジェクトは、援助重点分野・環境保全、開発

課題・自然環境保全のコンポーネントの一つである森林・自然環境保全プログラムを構成

するものであり、JICA の現在の援助方針における妥当性もきわめて高い。また、同プログ

ラムの下、実施中の円借款「気候変動対策プログラムローン」の枠組みを活用して生物多

様性保全に係る政策支援を図ることとしており、本プロジェクトはその効果発現に資する

ものである。 
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5.1.2 有効性 

このプロジェクトは以下の理由から有効性が見込める。 

ベトナムの生物多様性の保護システムを強化することが最終的目的であるが、これを達

成するためには先ず、生物多様性保護法の実施細則の策定、および生物多様性保護に関す

る行動計画の策定が必要と考えられる。国家生物多様性データベースシステム（NBDS）の

開発・運用、およびそれに関連する生物多様性の基礎調査・モニタリング調査の体系作り

は、ベトナム国の生物多様性を効果的に保護するために先ず必要不可欠なことであると考

えられ、プロジェクト目標が明確なものである。 

また、プロジェクト目標の指標として、「①国際標準により構築される NBDS が BCA／

VEA で適切に開発・運営・管理される」、「②最低限、ベトナム・レッドリストに載ってい

る全ての動植物種の基礎データが NBDS に入力される」が設定されている。プロジェクト

目標の指標が目標の内容を的確に捉えており、また、プロジェクト期間・投入等に照らし

て妥当であると評価できる。 

４つのアウトプットがプロジェクト目標達成に貢献するというそのプロセスと論理性は

明確であると判断される。NBDS が開発され、国内外に広くまた長期的に利用されることが

望ましいと考えられるため、同 NBDS の開発・運営の過程において関連省庁・機関等の参

加・協力および情報共有が必要である。このため、アウトプット１およびアウトプット 2

は、「農業農村開発省、科学技術省、国家科学技術研究所およびその他の関連省庁・機関、

研究所の協力により NBDS のフレームワークが構築される」、「NBDS のデータ･情報の共有、

管理、利用に関して、他の機関との協力メカニズムが提言される」と計画する。これに、

NBDS に収録するデータの更新・補完が必要であるため、全国で生物多様性の基礎調査を実

施するための仕組みを構築することが必要となり、これを実現するために先ずはナムディ

ン省をパイロット事業として生物多様性の基礎調査、および省レベルの生物多様性データ

ベースの開発を実施し、データ収集方法および BCA と地方省 DONRE とのデータ共有の仕

組みを検証する（アウトプット３）。最後に、生物多様性の基礎調査およびデータベースに

関連する技術の研修、マニュアル作成、広報等の活動で、NBDS の長期的運営・管理・利用

能力を向上する（アウトプット 4）で第一世代の NBDS の開発・運営に必要な活動を完結し、

第二世代の NBDS の開発・運営・利用への下準備を行うことと計画されている。 

 

5.1.3 効率性 

このプロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込める。 

1） アウトプットを産出するために十分な活動が計画されている。 

 本プロジェクトの基本計画（PDM、PO）は、BCA/VEA 職員及び生物多様性保護の

関連省庁・機関の担当者と重ねた協議の結果に基づいて作成された。アウトプット１

～４を達成するために一連の活動が計画されているが、これら活動は有機的に結ばれ

ており、アウトプットを達成するために最低限必要なものである。特に、NBDS の長期
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的運営・管理・利用を実現するためには、MARD、MOST、VAST 等の関連省庁・機関

の積極的協力が必要と考え、アウトプット 1 およびアウトプット 2 の活動が詳細に計

画されている。ナムディン省におけるパイロット事業の実施計画についても、生物多

様性の季節的変動や調査体制の整備等を考慮に入れ、調査期間を 2 年間と計画されて

いる。 

2） JICA の他のプロジェクトとの協調効果が期待できる。 

 JICA は現在、「気候変動対策プログラムローン」、「ビズップ・ヌイバ国立公園管理能

力強化プロジェクト」を実施している。これらプログラムおよびプロジェクトの成果

及び教訓が本プロジェクトにも活用できると考えられる。 

3） BCA／VEA が計画している情報通信インフラ整備プロジェクトとの協調が期待できる。 

 ベトナム政府は現在、電子政府（digital government）の実現を目指しており、各政府

機関で情報通信技術の導入を強力に進めている5。VEA の下部機関である総務オフィス

（Administration Office）、環境情報・文書センター（Center for Environmental Information 

and Documentation）等は、昨年から次々に IT インフラ整備計画を策定し MONRE に提

出しており、一部が承認されている。BCA もコンピュータセンター整備計画（投資総

額計 230 万米ドル）を 2010 年 8 月に提出する予定である。これにより、NBDS の設置

場所およびその周辺設備・機材が整備されると共に、情報技術に関する人材が育成さ

れ、その能力が強化されると期待できる。本プロジェクトでは、設備・機材の投入を

最低限に抑えられ、NBDS の開発・運営・管理・利用に関する技術移転、技術研修等の

ソフト面の強化にインプットを絞ることができ、プロジェクトを効率的に実施するこ

とが期待できるものである。 

 

5.1.4 インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のように予測できる。 

本プロジェクトの目標は、第一世代の NBDS の開発であるが、第二世代の NBDS への拡

充・補完のロードマップ（アウトプット１の成果の一部）も計画されているため、上位目

標（第二世代 NBDS の開発）は、プロジェクトの効果として発現が見込まれる。 

本プロジェクトで開発される NBDS は、ベトナムの生物多様性保全事業に大きく寄与す

ると期待することができる（図 5-1）。2008 年に制定された生物多様性保護法（Law on 

Biodiversity）の第 71 条に、「生物多様性に関する基礎情報、データ、学術研究結果等が収集

され、一つの国家生物多様性データベースに収録し一元的に管理する必要がある」と定め

ている。本プロジェクトは、生物多様性保護法が定義する「国家生物多様性データベース」

（NBDS）の開発を目標とし、同法の実施に寄与するものである。具体的には、NBDS が次

                                            
5①天然資源および環境に関連するデータの収集・管理・利用に関する.政令 102/2008/NĐ-CP（2008 年 9 月

15 日付）、②政令 102/2008/NĐ-CP の実施細則についての規定する MONRE 通達 07/2009/TT-BTNMT（2009

年 7 月 10 日付）、③政府機関の活動で情報通信技術の利用計画（2009 年～2010 年）に関する首相決定

48/2009/QĐ-TTg （2009 年 3 月 31 日）。 
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のような事業・活動を支援する有効なツールであると予測できる。①生物多様性保全に必

要な政策立案（法の実施細則、行動計画、ガイドライン、その他）、②生物多様性の現況・

保護施策に関連する報告書の作成（開発プロジェクトの EIA 報告書の作成・審査を含む）、

③生物多様性保全に関する広報活動、国民の意識向上および関係者の能力向上、④生物多

様性に関する学術調査研究活動、情報共有、国際協力。このため、NBDS はベトナム国の今

後の生物多様性保全事業に大いに貢献することができ、そのインパクトが大きいと考えら

れる。 

 

図 5-1 NBDS の貢献が期待できる事業 

 

5.1.5 自立発展性 

以下のとおり、本プロジェクトによる効果は、相手国政府によりプロジェクト終了後も

継続されるものと見込まれる。 

1） 政策・組織面での自立発展性 

 今後の中長期展望においては、ベトナム国政府の生物多様性保護に関る政策は変更

されず、引き続いて強力に推進されると推察する。天然資源環境省（MONRE）/環境総

局（VEA）傘下の BCA は、生物多様性保護国家計画の策定およびその実施モニタリン

グを推進して行くと予想される。 

本プロジェクトでは、BCA をカウンターパート機関としており、プロジェクト活動が

BCA の通常業務の一部として取り組めるため、キャパシティ・ビルディングを含めた

プロジェクトの効果、人材配置などの組織体制、予算の確保等はプロジェクト終了後

も継続されると判断される。 

2） 技術面での自立発展性 

 BCA 職員の多くは教育水準が高く、学習意欲も強いことから、技術移転が円滑に進

む基盤は十分にある。職員の給与、待遇は一般の外資系企業の社員より低いが、中央

政府機関の公務員という誇りをもって勤務している者が多い。技術移転を受けた者が

プロジェクト終了後も現職場で勤務を続けることが期待できる。 

国家生物多様性データベース（ＮＢＤＳ） 

生物多様性保全に関る 

政策立案への支援 

生物多様性の保護に関る情報発信・住民意識向

上活動等への支援 

国家 

行動計画 

国家 

報告書 

法規定のレビ

ュー・改正
住民意識向上

環境影響評価

への支援 

適切な 

土地利用・

遺伝子利用

生物多様性の保護・持続的利用 
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一方、自立発展性を阻害する要因として次のことが挙げられる。 

1） BCA の組織能力 

 BCA は 2008 年末に、「課」から「局」に昇格されたばかりであり、現在は未だ組織

の整備・強化の段階にある。NBDS を早期に開発し、長期的に運営・利用するためには、

BCA が MARD、MOST、VAST 等の他の省庁・機関、および地方省の DONRE や DARD

等との連携協力が必要不可欠とされている。他の省庁・機関と良好な協力関係を構築

し、協働体制で NBDS の開発を進めるためには、BCA が、強力なリーダーシップ、柔

軟な交渉力、および高度な活動調整能力をもつ必要があると考えられる。BCA は、自

らの組織強化・能力向上に係る計画案を今年（2010 年）の末頃に政府に提出する予定

であるが、この計画案が速やかに承認されるかどうかは不明である。本プロジェクト

がベトナム側で正式に承認されてから、BCA は契約職員として数人を新規に雇用する

予定であるが、プロジェクト効果をあげていくためには長期的に安定した職員人事体

制が必要と考える。 

2） 予算確保 

 BCA の 2009 年度予算を見ると、その財源の半分ほどは援助機関の協力プロジェクト

に由来している。また、BCA の年度予算は MONRE の年度予算の一部に組み込まれて

おり、その枠が決まっているため急に増額することが難しいと言われている。既存デ

ータを収集、基礎調査/モニタリング調査を実施し、NBDS に収録すべくデータを収集・

更新するためには、多額の費用が必要と想定されるが、プロジェクトの終了後、BCA

が自らの予算で NBDS を運営し定期的に更新できるかどうかが不明である。 

3） 地方 DONRE の組織力 

 歴史の古い MARD、MOST 等と違って、MONRE は 2002 年に設立された省であり、

その地方組織（DONRE）が未だ整備の段階にある。通常、DONRE の環境保全課の職

員は、生物多様性の保全事業をも担当している。ハノイやホーチミン市等の大都市の

場合、DONRE 職員数が比較的多いが、多くの地方省ではその DONRE 職員数が不足し

ている。生物多様性に係る基礎調査やモニタリング調査を効果的に実施するためには、

中央・地方間の（縦の）協力メカニズムの構築はもちろん重要であるが、これに加え

て、地方レベルでの関連機関間（DARD、VAST、国立公園管理ユニット、保存地区管

理ユニット等）の（横の）協力メカニズムの構築も重要である。ナムディン省では

DONRE と DARD、Xuan Thuy 国立公園管理ユニットの間の協力関係が良好であるとさ

れているが、他の地方省では、この協力関係の状況が不明であり、確認する必要があ

ると考える。 

 

5.2 結論 

上記の評価により、本プロジェクトを実施すべきであると思料する。なお、プロジェク

ト実施期間は３年６か月とした。これは PO に示す通り、１年目に既存データベースの収

集・分析およびデータベースシステムの仕組み造りを行い、２年目にパイロット地域にお

いて生物多様性基礎調査による基盤情報の収集、および中央では既存データの入力を行い、

３年目にパイロット地域ではモニタリング調査（基礎調査データとの比較）を行い、最後
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の６か月でこれを中央のシステムに反映するとともに、第二世代に向けてのロードマップ

を策定するという計画に基づいている。 
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第6章 その他 

 

6.1 ミニッツ協議での留意点 

(1) 自立発展性 

本プロジェクトのアウトプットが協力期間終了後においても持続的に活用されるこ

との重要性を確認し、次の 3 点に留意することとした。 

① 関連機関との協力体制を確保するメカニズムを構築すること。 

② データベースシステムの開発に当たっては過度に高度・複雑なものではなく、

適切なデザインを選択し導入すること。 

③ システムを利用する関係者のニーズに即してデータベースシステムを開発す

ること。 

 

(2) アーキテクチャー（Architecture） 

PDM のアウトプット 1 において“architecture”という単語を使用しているが、その定義

に関してはミニッツに記載のとおり、物理的なデータベースの構造設計を意味しており、

データベース管理に係る制度的・組織的な枠組みは意味しないことを確認した。 

 

(3) バイオセーフティ（Biosafety） 

本プロジェクトでのバイオセーフティに関連するデータの取扱い関し議論がなされ

た。調査団からは、遺伝子情報は生物の種情報とは異質であり、かつデータ量も多くな

ることを主な理由に本プロジェクトの対象とはしないことを当初提案した。しかし、実

施機関である MONRE は既にバイオセーフティのデータベースを有していることから、

バイオセーフティに関するデータも取り扱うべきとの主張が先方からなされた。 

議論の結果、本プロジェクトでは、スタンドアローンで存在している既存の遺伝子情

報データベースを単純にウェブベースのデータベースに移行することとし、本プロジェ

クトで開発する本体のデータベースとは切り離し統合しないこととした。 

また、新たに調査を実施してバイオセーフティに関する情報収集を行うことはしない

こととした。 

 

(4) データベース 

本プロジェクトでは、パイロット事業を実施するナムディン省のためのデータベース

を開発するが、これはデータサーバーをナムディン省に設置することは意味せず、物理

的にはハノイの VEA/BCA 内に設置されるサーバーにおいて管理・運営される。 

ナムディン省のデータベースは NBDS の一部として開発され、データベースへのアク

セスは PC 等端末からウェブ上でなされる。 
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(5) ソフトウェア開発 

ベトナム側からは本プロジェクトによって新たに専用ソフトウェアを開発したい旨

要望がなされた。これに対し調査団は、ソフトウェア開発はそれ自体が容易な作業では

なくコストも嵩むことを説明し、議論の結果、まずは必要となるソフトウェアの仕様（機

能）を特定し、既存のもので活用できるソフトウェアも多くあるので、それらの利用を

検討することとした。 

 

(6) “collect”と“gather”の使い分け 

本プロジェクトでは「データ収集」が主要な活動の一つになるが、既存データを集約す

る意味でのデータ収集には“gather”を、またパイロット事業で実施する基礎調査によって未

存データを収集する場合には“collect”を使用している。 

 

6.2 今後の予定 
R/D 署名  ：2010 年 9 月 

プロジェクト開始：2011 年 3 月 

 

プロジェクト開始時期を上記としたのは、先方の要望による。調査団からは 2010 年 12

月頃の開始を提案したが、PO の協議において、12 月～2 月の期間は多忙が予想され効率的

にプロジェクトを開始する為には 2011 年 3 月を開始目処としたいとの要望がなされた。 

また、プロジェクト開始までに JICA 側・ベトナム側はそれぞれ以下の事項を行うことと

した。 

 

（JICA） 

2010 年 7 月末までにプロジェクト・ドキュメント（英文）を準備する。 

PO のスケジュールに従って、必要な専門家及びプロジェクト予算を調達する。 

（ベトナム） 

本プロジェクトの組織内承認を取り付ける。 

プロジェクトオフィス及びプロジェクト予算を確保する。 

R/D 署名前までに、JCC メンバーを特定する。 

R/D 署名前までに、カウンターパートのリストを提出する。 

R/D 署名前までに、必要な資機材の品目をその理由を添えて提出する。 
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別添 1 調査団員構成 

 

Name Assignment Job Title Occupation Period 

Hiroyuki 

HATORI 

(Mr.) 

羽鳥 祐之 

Leader 

総括 

Senior Advisor 

国際協力専門員

JICA  

独立行政法人 国際協力

機構  

13 June - 

24 June 

(12 days)

Noriaki 

SAKAGUCHI 

(Dr.) 

阪口 法明 

Biodiversity 

Conservation 

Administration 

生物多様性保全

行政 

Deputy Director 

総括企画官 

 

 

Biodiversity Center of 

Japan, Nature Conservation 

Bureau, Ministry of the 

Environment 

環境省 自然環境局 生

物多様性センター 

13 June - 

24 June 

(12 days)

Tsuyoshi 

KANDA 

(Mr.) 

神田 強 

Project Planning 

協力計画 

Senior Program 

Officer 

職員 

Forestry and Nature 

Conservation Division I, 

Global Environment 

Department, JICA 

独立行政法人 国際協力

機構 地球環境部森林・

自然環境保全第一課 

13 June - 

24 June 

(12 days)

Yasuhira 

MINAMI 

(MR.) 

南海 泰平 

Project Design 

Analysis 

計画分析 

Senior Consultant

シニア・コンサ

ルタント 

SOWA CONSULTANTS 

INC. 

㈱ソーワコンサルタント  

8 June - 

3 July 

(26days) 

Toru 

FURUYA 

(Mr.) 

古谷 透 

Database System 

Development 

データベースシ

ステム開発 

Spatial 

Information 

Analyst 

 

Asia Air Survey Co., Ltd. 

アジア航測㈱ 

8 June - 

3 July 

(26days) 
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別添２ 現地調査日程 

 

1） Main mission 13 - 23 June: Mr.Hiroyuki Hatori (JICA HQ), Mr.Tsuyoshi Kanda (JICA HQ), Dr. 

Noriaki Sakaguchi (MoEnv). 

2） Consultant mission 8 June - 3 July: Mr. Ysuhira Minami (Project design analysis), Mr. Toru 

Furuya (Database system development) 

 

Date Time and venue Agenda Meeting with 

6/13 

Sun 

Arrival   

6/14 

Mon 

1000-JICA Office 

 

1300-1800 MONRE-VEA 

Internal meeting 

 

Kick-off meeting with 

MONRE-VEA 

Matsuzawa Expert, 

Egashira 

 

MONRE 

6/15 

Tue 

0800-1200 

 

1400-1700 MONRE-VEA 

LPSD workshop 

 

Plenary kick-off meeting 

Discussion: mission schedule, 

mission purpose, signers 

 

6/16 

Wed 

1000-1700 MONRE-VEA Discussion: 1)Project 

background, 2) Project 

concept, 3) PDM, PO 

MONRE, MARD, MOST, 

VAST 

6/17 

Thu 

0900-1100 Internal meeting 

 

1100-1900 MONRE-VEA 

 

 

Discussion: 1) Institutional 

arrangement, 2) technical 

discussion on database 

strucutre, 3) draft M/M and 

RD, 4) Others 

 

 

MONRE, MARD, MOST, 

VAST 

6/18 

Fri 

Move to Nam Dinh Province 

-2hrs from Hanoi 

 

1400-1700 Nam Dinh 

Province (PPC, DONRE) 

Investigation of pilot province 

eligibility and discussion: 1) 

Project purpose, 2) Provincial 

level components, 3) 

Responsibilities, 4) Others. 

Relevant provincial 

government authorities. 

Accompany of MONRE, 

MARD, (MOST) 

requested. 

6/19 

Sat 

1000-1200 Xuan Thuy 

National Park (Nam Dinh 

Province) 

 

Back to Hanoi 

Discussion: project outline, 

park management 

Park authority. 

Accompany of MONRE, 

MARD, (MOST) 

requested. 
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6/20 

Sun 

 Report writing  

6/21 

Mon 

0930-1200 JICA Office 

 

1500-1700 MONRE-VEA 

Revise draft of PDM, PO, 

M/M. 

 

Donor debriefing (FSSP, ISGE)

MONRE, MARD, MOST, 

VAST 

Donors 

6/22 

Tue 

1400-1800 MONRE-VEA Finalize PDM, PO, M/M, RD 

after GoV's checking. 

MONRE, MARD, MOST, 

VAST 

6/23 

Wed 

0930-1030 MONRE-VEA 

 

1530-1630 JICA Office 

Signing of M/M 

 

Reporting 

MOMRE, (MARD, 

MOST), VAST 

Shimizu jicho, Matsuzawa 

Expert, Tsujihara Expert, 

Egashira  
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別添３ 主要面談者リスト 

 

ベトナム政府 

Name Agency, organization Position 

Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) 

Mr. Bui Cach Tuyen Vietnam Environment Administration 

(VEA) 

Director General 

Dr. Nguyen The Dong Vietnam Environment Administration 

(VEA) 

Deputy Director 

General, 

Mr. Duong Thanh An, Biodiversity Conservation Agency (BCA), 

VEA 

Deputy Director 

Mr. Nguyen Tri Thanh, Biodiversity Conservation Agency (BCA), 

VEA 

Officer 

Ms. Hoang Thanh Nhan Species, Genetic Protection and Bio-safety 

Division, BCA, VEA 

Head 

Dr. Hoang Van Thuc Administration Office, VEA Director 

Mr. Nguyen Xuan Thuy Administration Office, VEA 

Informatics Center 

Head 

Mr. Pham Ngoc Son Administration Office, VEA 

Informatics Center 

 

Dr. Nguyen Quoc Khanh Center for Environmental Information and 

Documentation (CEID), VEA 

Director 

Ms. Nguyen Thanh Binh Center for Environmental Information and 

Documentation (CEID), VEA, Remote 

sensing technology application department

Manager 

Mr. Le Phu Cuong Center for Environmental Information and 

Documentation (CEID), VEA, Department 

of Environmental Information 

 

Mr. Vu Ngoc Tinh Department of Planning and Finance, 

VEA 

Deputy Director 

General 

Mr. Le Van Diem International Support Group on Natural 

Resources and Environment (ISGE), 

MONRE 

Communication 

Officer 

Ms. Nguyen Thi Tuyet Mai International Corporation Department, 

MONRE 

 

Mr. Ha Viet Cuong Personnel Department, MONRE  

Mr. Le Van Huu Planning Department, MONRE  

Mr. Le Van Huu Planning Department, MONRE  

Mr. Tran Quoc Trong Department of International Cooperation  
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and Scientific Technology, VEA 

Mr. Nguyen Viet Dung Personnel Department, VEA  

Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST) 

Dr. Le Xuan Canh Institute of Ecology and Biological 

Resources (IEBR) 

Director 

Dr. Ha Quy Quynh Institute of Ecology and Biological 

Resources (IEBR), Department of Remote 

Sensing Ecology, 

 

Dr. Nguyen Quoc Thong Department of Planning and Finance, 

VAST 

 

Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) 

Mr. Nguyen Quoc Nghi, Department of Science and Technology 

and Environment, Environmental 

Management Division 

Environmental 

Expert 

Mr. Dung Natural Conservation Department Vice Director 

Mr. Hiep Natural Conservation Department - 

Mr. Do Quang Tung CITES Management Authority Office (in 

MARD office building) 

Manager 

Ministry of Science and Techonology (MOST) 

Mr. Le Minh Sat Technology Department Vice Director 

Nam Dinh Province 

Mr. Tran Van Chung Province People’s Committee Vice Director 

Mr. Phan Van Phong Department of Natural Resources 

Environment (DONRE) 

Vice Director 

Mr. Bui Cong Mau Environmental Protection Sub-agency 

(under DONRE)  

Director 

Mr. Do Van Vy Informatic Environmental Center, 

DONRE 

 

Mr. Le Xuan Thuy Department of Agriculture and Rural 

Development (DARD) 

Director 

Xuan Thuy National Park 

Mr. Nguyen Viet Cach Management Board  Director 

Mr. Le Van Lanh Management Board Deputy Director 

 

援助機関 

Name Position 

FORMIS: Development of Management Information System for Forestry Sector 

Mr. Tapio Leppanen Chief Technical Advisor 

Birdlife International 
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Ms. Pham Tuan Anh Vietnam Programme Manager 

GMS Biodiversity Conservation Corridors (ADB) 

Dr. Hasan Moinuddin Team Leader 

Fauna and Flora International 

Mr. Josh Kempinski REDD Advisor 

 

日本側 

Name Position 

JICA ベトナム事務所 

清水 曉 次長 

江頭 英二 企画調査員 

JICA 長期専門家 

松澤 裕 長期専門家 環境管理政策アドバイザー 
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別添４ 国家生物多様性データベースシステムの開発フロー案 

 

(8) 現地調査, 文献調査 
種、生息域、 

生息数、固有種等 

(1) 国際的な生物多様

性 DB を参照 
(主な国際的な生物多

様性 DB を表 2 に示

す。) 

(7) 全国版データベース 
（WEB データベース） 

 
メタデータ DB

生物多様性 DB
(分類学ベース)

(動物、植物) 

(12) WEB GIS 
(地形図、土地利用図、 
環境データ、行政界等) 

(2) 技術検討ワーキング

グループの開催 
（生物多様性 DB、維持

管理手法の仕様協議）

(3) 既存のデータベースの収集・分析 
(主な既存のデータベースを表 3 に示す。) 

 

(4) 参考文献の収集 
(主な参考文献を表 4 に示す。) 

 

(5) データ入力

(6) 生物多様性データ 
（デジタルデータ） 

 植物 
データ 

動物 
データ 

(9) 省毎のデータベース

(WEB データベース) 

 
ナムディン省 DB

(11)省毎のデータベース

(WEB データベース) 

全省 DB 

(13) 生物多様性データベースの活用 

環境影響評価 エコロジカル・ネットワ

ークの構築 
生物多様性保全 

MARD DB

MONRE DB VAST DB 

University DB

動物 
図鑑 

植物 
図鑑 

ベトナム版レッ

ドデータブック

○○DB 

既存の
Biosafety DB 

(10) バイオセー

フティ・データ

ベース（WEB デ

ータベース） 

 

 
Biosafety 

DB 

第 2世代 

第 1世代 

(本プロジェクトのアウトプット) 
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表 1．データベースシステム開発フロー案の概要 

 項目 概要 

(1) 国際的な生物多様性 DB を参

照 

国際的な生物多様性データベースを参照し、ベトナ

ム版生物多様性データベースの参考とする。主な国

際的な生物多様性データベースを表 2 に示す。 

(2) 技術検討ワーキンググループ

の開催（生物多様性 DB、維持

管理手法の仕様協議） 

ベトナム国内で生物多様性に関わる主な機関を集

め、技術検討ワーキンググループを開催し、国家生

物多様性データベースシステムの仕様や維持管理手

法を協議・決定する。 

(3) 既存のデータベースの収集・

分析 

各機関に散在する既存のデータベースを収集・分析

する。主な既存のデータベースを表 3 に示す。 

(4) 参考文献の収集 参考文献を収集する。主な参考文献を表 4 に示す。

(5) データ入力 (4)で収集した参考文献を基にデータ入力を行う。 

(6) 生物多様性データ デジタル形式の生物多様性データが作成される。 

(7) 全国版データベース 

（メタデータ DB と分類学ベ

ース DB） 

(3)の既存のデータベースと(6)の生物多様性データ

を用い、(2)で決定した仕様に沿って、データベース

の統合を行う。このステップにおけるデータベース

の統合化の目的は、完全な全国版のデータベースを

構築する事ではなく、既存のデータベースを統合化

する事により、今後補完すべきデータ項目を明確化

する事である。データベースとして、生物多様性 DB

のメタデータ DB の 2 種類のデータベースが作成さ

れる。 

(8) 現地調査、文献調査 (7)の生物多様性 DB の不足情報を補完し、省毎（サ

イトベース）のデータベースを作成するために、各

省に生息(生育)する生物種の分布や生息数、地域の固

有種についての現地調査や文献調査を実施する。 

(9) 省毎のデータベース パイロットエリアとして選定したナムディン省にお

いて、サイトベースのデータベースを構築する。 

(10) バイオセーフティ・データベ

ース 

VEA において既に運用されている WEB ベースのバ

イオセーフティ・データベースの移植を行う。 

(11) 省毎のデータベース 省毎のデータベースを全省で用意し、 (12) の

WEB-GIS とのリンクを行う。 

(12) WEB GIS CIREN 等の機関で構築中（一部機能は構築済）の

WEB-GIS システムを用意する。例として、CIREN の

WEB-GIS には地形図、土地利用図、環境情報、行政

界等の情報を含む。 

(13) 生物多様性 DB の活用 GIS と統合化された生物多様性データベースを用い

て、生物多様性保全対策や環境影響評価、エコロジ

カル・ネットワーク構築等へ広く活用を図る。 
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表 2．主な国際的な生物多様性データベース 

データベース URL 

GBIF (地球規模生物多様性情報機構) http://www.gbif.org/ 

WDPA (世界保護地域データベース) http://www.wdpa.org/ 

IUCN レッドリスト http://www.iucnredlist.org/ 

CITES (絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関

する条約) 

http://www.cites.org/ 

OBIS (海洋生物地理情報システム) http://www.iobis.org/ 

CBD (生物多様性条約) http://www.cbd.int/ 

The Ramsar Convention on Wetlands（ラムサール条約） http://www.ramsar.org/ 

The Cartagena Protocol on Biosafety（カルタヘナ議定書） http://www.cbd.int/biosafety/

Species 2000 http://www.sp2000.org/ 

 

 

表 3．主な既存のデータベース 

データベース 所有機関 

Genetic Database for Rare, Threatened 

& Endangered Species of Vietnam 

IEBR (Institute of Ecology and Biological 

Resources), VAST 

Institute of Tropical Biology, VAST 

Biotechnology Institute, VAST 

Livestock Genetic Resources Database National Institute of Animal Husbandry 

FISHINFO Research Institute for Aquaculture No.3 

Oceanographic Database Institute of Oceanography, VAST 

Institute of Marine Environment and Resources, 

VAST 

Common Aquatic Species of Vietnam FICEN (Fishery Information Center) 

Plant Genetic Resource of Vietnam 

Database 

Plant Resources Center, Vietnamese Academy of 

Agricultural Sciences 

Mekongfish Can Tho University 

Vietnam Aquarium Fish Database Nong Lam University 

Fruits in Vietnam SOFRI (Southern Fruit Research Institute) 

GIS Database of Coral Reef and 

Seagrass Bed for Transboundary Water 

Between Phu Quoc and Kampot 

Demonstration sites 

Institute of Oceanography, VAST 

UNEP 
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表 4．主な参考文献 

文献 発行機関 

Flora of Vietnam IEBR (生態生物資源研究所), VAST 

Fauna of Vietnam IEBR, VAST 

Vietnam Red List IEBR, VAST 

Vietnam Red Data Book Part II. Plants IEBR, VAST 

Vietnam Forest Trees (第 2 版.) JICA 
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